
 

 

  

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 
 

臨 時 総 会 議 案 

（ 書 面 総 会 ） 

 

 

書面総会基準日：令和８年１月２８日 

 

 

 

議  題 

   （１）議案第１号：令和７年度 収入支出予讃の変更決算について 

 

   （２）議案第２号：役員の補欠選任について 

 

 

 

 

 

 

北海道日本型直接支払推進協議会 
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令和７年度 収入支出予讃の変更について 

 

 

   この会の令和７年度収入支出予讃を別記のとおり設定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日：令和８年１月２８日      

 

北海道日本型直接支払推進協議会   

会 長  菊  地   博   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 
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令 和 ７ 年 度 収 入 支 出 予 算 書 
 

           収 入 決 算 額  126,287,000 円 

           支 出 決 算 額  126,287,000 円 

           差 引 残 高           0 円 

 

収入の部                               （単位：円） 

会 計 区 分 補正予算額 既定予算額 増 △ 減 備  考 

多面的機能支払推進 
交付金受入 125,700,000 130,000,000 △4,300,000  

中山間地域等直接 
支払推進交付金 587,000 300,000 287,000  

合   計 126,287,000 130,300,000 △4,013,000  

 

 

支出の部                               （単位：円） 

会 計 区 分 補正予算額 既定予算額 増 △ 減 備  考 

多面的機能支払推進 
交付金払出 125,700,000 130,000,000 △4,300,000  

中山間地域等直接支払

推進交付金払出 587,000 300,000 287,000  

合   計 126,287,000 130,300,000 △4,013,000  

 

 《 変更理由 》 

   補助金等交付金の増減（多面的機能支払推進交付金の減、中山間地域等直接支払交

付金の増）により収支予算を変更 
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役員の補欠選任について 

 

 

   この会の役員が欠員につき、補欠選任を求める。 

 

役 員 氏   名 所       属 

副会長 飯 田 晴 義 幕別町長 

 

   ※前・早坂剣淵町長の辞任にあたり、副会長（町村会枠）が欠員となったため、後

任として、北海道町村会より飯田幕別町長の推薦をいただいた 

 

 

 

 

基準日：令和８年１月２８日     

 

北海道日本型直接支払推進協議会   

会 長  菊 地   博   

 

 

  （参考：本協議会規約：抜粋） 

   規約第８条 道協議会に次の役員を置く。 

      一 会 長 １名 

      二 副会長 ３名 

      三 監 事 １名 

     ２ 前項の役員は、第５条第２項の代表者の中から総会において選任する。 

     ３ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

   規約第９条 （略） 

   規約第 10 条 役員の任期は、３年間とする。但し再任は妨げない。 

     ２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（※ 残任期間は、令和１０年３月３１日まで） 

 

議案第２号 


